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令和８年 6 月 22 日 

 

（一社）長崎国際観光コンベンション協会 

会長 村木 昭一郎 

（押印省略） 

 

長崎さるく 20 周年記念事業 

公式ガイドブック制作・印刷業務委託に係る見積入札の実施について（募集要項） 

 

長崎市においては、まち歩き観光「長崎さるく」が 20 周年を迎える節目にあたり、「世界に選ばれるまち歩き交流都市」

の実現を目指し、国内外からの誘客促進と地域活性化を図る記念事業を展開しております。 

本事業では、長崎の歴史・文化・景観・人々の暮らしなど、まち歩きならではの魅力を広く発信するとともに、市民の

愛着と誇りの醸成、来訪者の満足度向上を目的として、各種プロモーションを実施しております。 

このたび、事業の下期展開として、長崎さるく 20 周年の歩みや魅力を紹介するとともに、市内各エリアのまち歩き情

報やおすすめコース、地域資源等を掲載した「長崎さるく 20 周年公式ガイドブック」を制作いたします。本ガイドブックを通

じて、市民及び観光客に対し長崎さるくの魅力をわかりやすく発信し、まち歩きへの参加促進と周遊機会の創出を図り

ます。 

つきましては、本事業の趣旨を十分に理解し、企画編集からデザイン、制作及び印刷まで一体的に実施できる事業

者を広く募集するため、見積入札を実施いたします。 

多くの事業者の皆様からのご応募を心よりお待ちしております。 

 

記 

 

1. 件 名 ：「長崎さるく 20 周年記念事業」公式ガイドブック制作・印刷に伴う業務委託 

 

2. 内 容 ：別紙仕様書のとおり 

 

3. 参加資格： 

  （1）当協会会員であること、または「長崎市観光まちづくりネットワーク会員」に参画する事業者である 

こと。 

（2）観光プロモーションに専門的な知識と豊富な実践経験を有すること。 

（3）次に該当しないこと 

ア 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下

「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下において「暴力団員」とい

う。）であると認められる。 

イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又

は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。 

カ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定がなさ

れ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。） 、民事再生法に基づく再生手続開始
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の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を

受けた者を除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 または 会社法

に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けてい

る者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者。 

 

4. 契約期間：契約締結日（令和８年 7 月上旬予定）～令和９年 3 月 31 日（水）まで 

   

5. 募集期間等 

項目 日程 

公募開始 令和８年６月 22 日（月） 

仕様書等に関する質問期限 令和８年 6 月 29 日（月）12 時まで（必着） 

質問に対する回答 令和８年 7 月 1 日（水）17 時予定 

応募書類（見積書）の提出締切 令和８年 7 月 3 日（金）17 時まで（必着） 

審査結果通知（事業者決定） 令和８年 7 月 9 日（木）予定 

 

６.  応募書類（見積書）の提出期日： 

  令和８年 7 月 3 日（金）17 時まで（必着）※メール可 

  ※質問がある場合は、「様式 2 仕様書等に関する質問書」に記入し 6 月 29 日（月）までに提出すること。 

 

７. 応募書類の提出：見積書（任意様式） 

見積書には必要事項を記載し、契約権限のある者が記名・押印の上、提出すること。また、内訳がわかるように記 

載すること。内訳については、総事業費の積算内訳を可能な限り詳細に記載し、消費税額及び合計金額がわか 

るように記載すること。 

    

８.  応募書類に記載する事項と注意点： 

   ・提出日 

   ・宛名（一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 会長 村木 昭一郎） 

   ・事業者名（代表者肩書及び代表者名含む） 

   ・事業者の代表印の押印 

・件名「長崎さるく 20 周年記念事業」公式ガイドブック制作・印刷業務委託 

   ・見積書には消費税額及び合計金額がわかるように記載し、契約権限のある者が記名・押印の上、提出すること 

 

９.  応募書類の提出先 ： 

提出先 〒850-0862 長崎市出島町 1-1 出島ワーフ 2 階 

（一社）長崎国際観光コンベンション協会 事業本部 事業推進課 恒川雄志あて 

電子データ提出先：tsunekawa@nagasaki-visit.com 

 

10. 審査結果の通知 

  メールにより参加申込者全員に対して通知する。  

 

11. 留 意 事 項 

(1) 業務の実施にあたっては、受託者は当協会ならびに様々な関係機関と適宜協議を行い、協会の指示に従って本

業務を実施するものとする。 

mailto:tsunekawa@nagasaki-visit.com
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(2) 受託者が本業務において制作したデータやデザイン、写真、イラスト、文章等一切の著作権（著作権法第 21 条

から第 28 条に定めるすべての権利を含む。）は長崎市に帰属するものとし、素材データもあわせて提供した上で

当協会が自由に二次利用できるものとする。 

(3) 業務実施にあたり、第三者（協会及び受託者以外の者）が所有する素材を用いる場合は、著作権処理等を

行うこと。 

(4) 制作に際して必要な一切の経費は、当初の契約金額に含むものとする。 

(5) 成果物に重大な誤りがあった場合は、受注者において、回収、修正、再制作等の必要な処置を講ずること。 

(6) 受託者は、業務の全部または一部を再委託してはならない。ただし、書面により協会の承諾を得た場合はこの限

りではない。 

(7) 受託者は、本業務の関係書類等を整備保管し、必要な書類の提出や実地検査等に際しては、協力すること。

本業務について、この仕様書に記載されていない事項その他疑義が生じた場合は、当協会と協議のうえ決定す

る。 

(8) なお、業務内容の変更等について当協会から指示等があった場合は、当協会と受託者が協議のうえ、委託契

約の内容を変更することができる。 

(9) 契約前に詳細協議を行い、企画の一部を変更する場合がある。 

(10) 今後の社会情勢やその他不可抗力等により本事業を中止する場合がある。 

 

13. その他 

  ・提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

  ・提出書類は審査のみに使用し、返却はしない。 

・提出書類は非公開とし、採用された提出書類、団体名等については応募者の承諾を得た上で公開する場合があ

る。 

  ・審査結果に対する意義申し立ては受け付けない。 

・委託予定者が決定した場合は、改めて業務内容等について詳細協議を行い、業務内容を決定した上で委託契

約を締結する。その場合に、契約前に詳細協議を行い、企画の一部を変更する場合がある。 

  ・今後の社会情勢やその他不可抗力等により本事業を中止する場合がある。 

    

以上 

 

 

 

【お問合せ先】             

（一社）長崎国際観光コンベンション協会 

事業本部 事業推進課 

TEL：095-823-7423 

Email：tsunekawa@nagasaki-visit.com 

担当：恒川雄志 


